
宜野湾市の「総合計画」、「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の概要等
（１）総合計画とは
・宜野湾市の施策全体の方向性を示す「羅針盤」
・全ての分野の行政運営の基本となる
宜野湾市の最上位計画

・様々な施策や事業を総合的かつ計画的な
まちづくりの長期的な展望を持った指針

基本構想

基本計画

実施計画
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4年間 4年間
3年間
3年間
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宜野湾市は、基本構想・基本計画ともに、「議会の議決すべき事件に関す
る条例」により、議決事項としている

※参考【地方自治法：第2条第4項】
「市町村は、その事務を処理するにあたっては、議会の議決を経てその地域
における総合的かつ計画的な行政運営を図るための基本構想を定め、これに
即して行うようにしなければならない。」
→H23法改正により条文削除（法的な策定義務なし）
※役割を終えたのではなく、地方自治体の「自主性の尊重と創意工夫を期待
する」観点からの措置。
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（２）まち・ひと・しごと創生総合戦略とは
・総合戦略：人口ビジョンの実現に向けて、
「雇用」、「交流」、「結婚・出産・子育て」、
「地域づくり」の観点から人口減少の克服、地方創生
に関する施策を示す

・H26に国の総合戦略を策定(R５にデジタル田園都市
国家構想総合戦略として抜本的に改訂）

・H27に市の第一期計画を策定（R３に第二期計画策定）

人口
ビジョン

総合戦略 ４年間

2060年の
目標

【まち・ひと・しごと創生法：第10条第1項】
「市町村は、まち・ひと・しごと創生総合戦略を勘案して、当該市町
村の区域の実情に応じたまち・ひと・しごと創生に関する施策につい
ての基本的な計画を定めるよう努めなければならない。」
【地方版総合戦略の策定・効果検証のための手引き(令和4年12月版)】
「全国どこでも誰もが便利で快適に暮らせる社会」を目指す「デジ
タル田園都市国家構想」の実現に向け、策定された国の総合戦略を
勘案し、地方版総合戦略を改訂するよう努める旨が記載。

（3年間の計画で
毎年見直し）

人口に関する市の目指すべき将来の方向性
と2060年までの将来展望を示したもの
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H29 R6

H29 R2 R3 R6

第四次宜野湾市総合計画の計画期間
第二期宜野湾市まち・ひと・しごと創生総合戦略

今後も宜野湾市の総合的かつ計画的なまちづくりを
進めるため策定を行う

国の総合戦略を勘案し、県の総合戦略等も踏まえ
ながら、宜野湾市の特徴に沿った策定を行う

4年間の目標、施策の方向
性、客観的指標等を整理

R3 R6
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（３）総合計画とまち・ひと・しごと創生総合戦略の違い

【総合計画】：施策全体の方向性を示す羅針盤。全ての分野。市の最上位の計画。
【総合戦略】：人口減少の克服・地方創生を図る。分野横断的な取り組みも含む。
⇒これまで：「雇用」、「交流」、「結婚・出産・子育て」、「地域づくり」の観点での取組
⇒これから：上記の観点に加えてデジタルの力も活用し、継承・発展させる
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目指すまちの姿を明らかにし、これらを実現
するための基本的な施策の大綱を示すもの

基本構想を実現するために、分野ごとに必
要な諸施策を体系的に明らかにしたもの

基本計画に掲げた施策を年度別に具
体化し、どのように実施していくか
を明らかにしたもの

総合計画 まち・ひと・しごと創生総合戦略

次期まち・ひと・しごと創生総合戦略では、デジタルの力を活用して取組
を発展させることが必要。

R5に策定された国の総合戦略においては、大きく２つの方向性が示されている。
（１）デジタルの力を活用した地方の社会課題解決・魅力向上
（２）デジタル実装の基礎条件整備

「しごと」と「ひと」の好循環、それを支える「まち」の活性化

「しごと」
「雇用の質・量」の

確保・向上

「まち」
地域の特性に即した課題の解決

「ひと」
有用な人材確保・育成、
結婚・出産・子育てへ
の切れ目ない支援

役割が
異なる

①基本構想

②基本計画

③実施計画

宜野湾市の「総合計画」、「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の概要等



評価・検証業務

基本構想

基本計画

総合戦略の
検討

【庁内会議】
策定委員会・

策定主任連絡会議

振興計画審議会

議会

1月 2月 3月7月 8月 9月 10月 11月 12月6月
内容

令和5年度 令和6年度

6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月

①

パブリックコメント

課題やまちづくりの方向性の整理

②

基本構想の検討

総合戦略の検討

基礎調査

市民アンケート

各課ヒアリング

基本計画の検討

パブリックコメント

③ ⑤④ ⑦⑥

① ② ③

① ② ③ ⑤④
基本構想

基本計画

総合計画・総合戦略の概要

進捗状況の報告

評価・検証報告書（案）

の提出

評価・検証結果の

報告【3月議会】
基本構想の提案

【9月議会】

基本計画の提案

【3月議会】

基本構想・基本

計画の諮問
基本構想

の答申

基本計画

の答申

（４）策定に向けたスケジュール（案）
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参考：第四次宜野湾市総合計画の体系図
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参考：第四次宜野湾市総合計画の体系図
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参考：宜野湾市まち・ひと・しごと創生総合戦略の体系図
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基本目標①魅力ある人材と産業を育成し安
定した雇用を創出する

①魅力ある人材育成モデルの確立
・雇用の創出と就業支援の推進
・企業が求める人材育成の推進や働きやすい
職場環境づくりの促進

・国際感覚豊かな人材の育成

②人材が活躍できる産業の育成・充実
・地域の特性を活かした商店街づくりの促進
・情報通信関連事業所への支援
・都市型農業・漁業の促進
・中小企業等の活性化の促進及び産業の創出
に向けた各種支援

基本目標②観光コンベンションで多様な人
との出会いと交流を促進する

①地域資源を活かした観光・交流の促進
・観光情報の発信及び魅力ある地域資源の創
出・活用

・宜野湾市西海岸地域音楽活性化等推進事業の推
進（屋外劇場の機能拡張、強化）

・普天間飛行場周辺まちづくり事業の推進

②スポーツコンベンションの振興による交流機
会の創出

・各種スポーツキャンプ・大会の誘致・受入態
勢の強化

・宜野湾海浜公園施設等における再編整備の推進

基本目標③市民の希望実現に向けて結婚・出産・子育てが
できる環境を整える

①教育・保育と子育て支援の質の向上と安定的な供給
・乳幼児期の保育・教育の総合的な推進
・地域と連携した子どもの居場所づくり
・教育環境の充実等による学力向上の推進及び支援体制の充実

②健やかで切れ目のない子どもの成長支援
・親と子の健康の確保に向けた取り組みの推進
・障がい児・発達面で支援が必要な子等への支援の充実

③子育てしやすい社会環境の整備
・児童虐待防止に向けた対策の推進
・ひとり親家庭への自立支援
・子どもの貧困対策の推進

基本目標④市民が健康で安心して住み続けられる、時
代に合った都市をつくる

①市民のための跡地利用の推進
・駐留軍用地の跡地利用の推進

②全ての市民が心身ともにいきいきと暮らせるまちづくり
・いきいきとした“ひと”を育む健康づくりの推進
・いきいきとした“ひとʼ'を育む学びの推進

③安全な都市のくらしをまもる
・防災体制の充実と危機対応力の強化

④次世代に誇れる持続発展可能な都市の形成
・環境保全と循環型社会の構築

⑤男女がともに能力を発揮するための意識と環境づくり
・家庭・地域・職場等における男女共同参画の推進
・女性リーダー育成支援の充実

〜横断的な目標〜

①多様な人材の活躍を推進する

①多様なひとびとの活躍による地方創生
の推進
・地域リーダー等養成講座の開催
②誰もが活躍する地域社会の推進
・地域づくり推進事業を実施する民間団
体への支援

②新しい時代の流れを力にする

①地域におけるSociety5.0の推進
・市内の自動販売機に受信機と送信機を整
備し、認知症の方の道迷いの早期発見を
行う。

②地方創生SDGsの実現などの持続可能なま
ちづくり
・講演会等をとおして市民等へSDGsの広報
活動を行い、認知度向上を図る。



参考：デジタル田園都市国家構想総合戦略の全体像
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